
 

2026 年 4 月 27 日 

各 位 

会 社 名 キムラユニティー株式会社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  成瀬 茂広 

（コード番号 9368 東証スタンダード・名証プレミア） 

問合せ先 取 締 役 副 社 長  小山 幸弘  

（  TEL  :     052 -  962  -  7053    ） 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2026年6月18日開催予定の当社第55回定時株主総会に、

下記のとおり定款一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．定款変更の目的 

（１）当社は、健全な成長と発展を目指すためには、コーポレート・ガバナンスの充実が重要な課題

であると認識しております。今般、監査等委員会を設置し、取締役の職務執行の監査等を担う

監査等委員に取締役会の構成員として議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図る

とともに、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させ、更なる企業価値向上を図るため、

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしたく存じます。 

これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委

員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うもの

であります。 

（２）今後の事業展開の促進及び経営基盤の充実強化に備えるとともに、コーポレート・ガバナンス

体制の強化を目的として、定款第 19 条第 1 項に定める取締役の員数の上限を 10 名から 11 名

に変更するものであります。 

（３）当社を取り巻く環境変化に応じた最適な業務執行体制を実現するため、役付取締役選定の柔軟

性を確保することを目的として、現行定款第 22 条第２項を変更するものであります。 

（４）取締役として有用な人材の招聘を継続的に行うことを目的として、業務執行取締役等以外の

取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするため、現行定款第 28 条第２項を

変更案第 29 条第２項のとおり変更するものであります。なお、変更案第 29 条第２項の変更

につきましては、あらかじめ各監査役の同意を得ております。 

（５）その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。 

 

２．定款変更の内容 

変更の内容は別紙のとおりであります。 

 

 



３．日程 

定款変更のための株主総会開催日  2026年6月18日 

定款変更の効力発生日       2026年6月18日 

   

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別紙】定款変更の内容 

(下線は変更部分を示します。) 

現行定款 変更案 

第１章    総 則 

 

第 1 条～第 3 条 （条文省略） 

 

（機  関） 

第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、 

次の機関を置く。 

        （１）取締役会 

        （２）監査役 

        （３）監査役会 

        （４）会計監査人 

 

第 5 条 （条文省略） 

 

 

第２章    株 式 

 

第 6 条～第 12 条 （条文省略） 

 

 

第３章    株主総会 

 

第 13 条～第 18 条 （条文省略） 

 

 

第４章    取締役及び取締役会 

 

（員  数） 

第 19 条 当会社の取締役は、１０名以内とする。 

 

（新 設） 

 

 

（選任方法） 

第 20 条 取締役は、株主総会において選任する。 

 

 

       2. （条文省略） 

第１章    総 則 

 

第 1 条～第 3 条 （現行どおり） 

 

（機  関） 

第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、 

次の機関を置く。 

        （１）取締役会 

        （２）監査等委員会 

           （削除） 

        （３）会計監査人 

 

第 5 条 （現行どおり） 

 

 

第２章    株 式 

 

第 6 条～第 12 条 （現行どおり） 

 

 

第３章    株主総会 

 

第 13 条～第 18 条 （現行どおり） 

 

 

第４章    取締役及び取締役会 

 

（員  数） 

第 19 条 当会社の取締役（監査等委員である取 

締役を除く。）は、１１名以内とする。 

       2.当会社の監査等委員である取締役は、３

名以上とする。 

 

（選任方法） 

第 20 条 取締役は、監査等委員である取締役と 

それ以外の取締役とを区別して、株主

総会において選任する。 

       2. （現行どおり） 



現行定款 変更案 

       3. （条文省略） 

 

（任  期） 

第 21 条 取締役の任期は、選任後１年以内に終 

了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時までとす

る。 

 

（新 設） 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

（代表取締役及び役付取締役） 

第 22 条 取締役会は、その決議によって代表取 

締役を選定する。 

       

 2.取締役会は、その決議によって取締役会

長及び取締役社長各１名並びに取締役

副社長、専務取締役及び常務取締役そ

れぞれ若干名を定めることができる。 

 

 

 

第 23 条 （条文省略） 

 

（取締役会の招集通知） 

第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の３日前 

までに各取締役及び各監査役に対して

発する。但し、緊急の必要があるとき

は、この期間を短縮することができる。 

       2.取締役及び監査役の全員の同意がある

ときは、招集の手続きを経ないで取締

役会を開催することができる。 

 

       3. （現行どおり） 

 

（任  期） 

第 21 条 取締役（監査等委員である取締役を除 

く。）の任期は、選任後１年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会の終結の時までとす

る。 

       2.監査等委員である取締役の任期は、選任

後２年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の終

結の時までとする。 

       3.任期の満了前に退任した監査等委員で

ある取締役の補欠として選任された監

査等委員である取締役の任期は、退任

した監査等委員である取締役の任期の

満了する時までとする。 

 

（代表取締役及び役付取締役） 

第 22 条 取締役会は、その決議によって、取締

役（監査等委員である取締役を除く。）

の中から代表取締役を選定する。 

       2.取締役会は、その決議によって、取締役

（監査等委員である取締役を除く。）の

中から取締役会長及び取締役社長各１

名並びに取締役副社長、専務取締役、常

務取締役その他の役付取締役各若干名

を定めることができる。 

 

第 23 条 （現行どおり） 

 

（取締役会の招集通知） 

第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の３日前 

までに各取締役に対して発する。但し、

緊急の必要があるときは、この期間を

短縮することができる。 

       2.取締役の全員の同意があるときは、招集

の手続きを経ないで取締役会を開催す

ることができる。 

 



現行定款 変更案 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

第 25 条～第 26 条 （条文省略） 

 

（報酬等） 

第 27 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行 

の対価として当会社から受ける財産上

の利益は、株主総会の決議によって定め

る。 

 

 

（取締役の責任免除） 

第 28 条 （条文省略） 

       2.当会社は、社外取締役との間で、当該社

外取締役の会社法第４２３条第１項の

責任につき、善意でかつ重大な過失が

ないときは、金２４０万円以上であら

かじめ定める金額又は法令が定める額

のいずれか高い額を限度として責任を

負担する契約を締結することができ

る。 

 

 

第５章    監査役及び監査役会 

 

（員  数） 

第 29 条 当会社の監査役は、３名以上とする。 

 

（選任方法） 

第 30 条 監査役は、株主総会において選任する。 

       2.監査役の選任決議は、議決権を行使する

ことができる株主の議決権の３分の１

以上を有する株主が出席し、その議決

権の過半数をもって行う。 

（重要な業務執行の決定の委任） 

第 25 条 当会社は、会社法第３９９条の１３第 

６項の規定により、取締役会の決議に

よって重要な業務執行（同条第５項各

号に掲げる事項を除く。）の決定の全部

又は一部を取締役に委任することがで

きる。 

 

第 26 条～第 27 条 （現行どおり） 

 

（報酬等） 

第 28 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行 

の対価として当会社から受ける財産上

の利益は、監査等委員である取締役と

それ以外の取締役とを区別して、株主

総会の決議によって定める。 

 

（取締役の責任免除） 

第 29 条 （現行どおり） 

       2. 当会社は、会社法第４２７条第１項の

規定により、取締役（業務執行取締役等

であるものを除く。）との間で、同法第

４２３条第１項の損害賠償責任を限定

する契約を締結することができる。但

し、当該契約に基づく損害賠償責任の

限度額は、法令が定める額とする。 

 

 

 

（削 除） 

 

（削 除） 

 

 

（削 除） 

 

 

 

 

 



現行定款 変更案 

 

（任  期） 

第 31 条 監査役の任期は、選任後４年以内に終 

了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時までとす

る。 

       2.任期の満了前に退任した監査役の補欠

として選任された監査役の任期は、退

任した監査役の任期の満了する時まで

とする。 

 

（常勤の監査役） 

第 32 条 監査役会は、その決議によって常勤の 

監査役を選定する。 

 

（監査役会の招集通知） 

第 33 条 監査役会の招集通知は、会日の３日前 

までに各監査役に対して発する。但し、

緊急の必要があるときは、この期間を

短縮することができる。 

       2.監査役全員の同意があるときは、招集の

手続きを経ないで監査役会を開催する

ことができる。 

 

（監査役会の決議方法） 

第 34 条 監査役会の決議は、法令に別段の定め 

がある場合を除き、監査役の過半数を

もって行う。 

 

（監査役会規程） 

第 35 条 監査役会に関する事項は、法令又は本 

定款に別段の定めがある場合のほか

は、監査役会において定める監査役会

規程による。 

 

（報酬等） 

第 36 条 監査役の報酬、賞与その他の職務執行 

の対価として当会社から受ける財産上

の利益は、株主総会の決議によって定

める。 

 

（削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削 除） 

 

 

 

（削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削 除） 

 

 

 

 

（削 除） 

 

 

 

 

 

（削 除） 

 

 

 

 



現行定款 変更案 

 

（監査役の責任免除） 

第 37 条 当会社は、監査役（監査役であった者

を含む。）の会社法第４２３条第１項の

責任につき、善意でかつ重大な過失が

ない場合は、取締役会の決議によって、

法令の定める限度額の範囲内で、その

責任を免除することができる。 

       2.当会社は、社外監査役との間で、当該社

外監査役の会社法第４２３条第１項の

責任につき、善意でかつ重大な過失が

ないときは、金６００万円以上であら

かじめ定める金額又は法令が定める額

のいずれか高い額を限度として責任を

負担する契約を締結することができ

る。 

 

（新 設） 

 

（新 設） 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

（削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章    監査等委員会 

 

（常勤の監査等委員） 

第 30 条 監査等委員会は、その決議によって常 

勤の監査等委員を選定することができ

る。 

 

（監査等委員会の招集通知） 

第 31 条 監査等委員会の招集通知は、会日の３ 

日前までに各監査等委員に対して発す

る。但し、緊急の必要があるときは、こ

の期間を短縮することができる。 

       2.監査等委員の全員の同意があるときは、

招集の手続きを経ないで監査等委員会

を開催することができる。 

 

（監査等委員会の決議方法） 

第 32 条 監査等委員会の決議は、議決に加わる 

ことができる監査等委員の過半数が出

席し、出席した監査等委員の過半数を

もって行う。 

 

（監査等委員会規程） 



現行定款 変更案 

 

 

 

 

 

 

第６章    計 算 

  

第 38 条～第 41 条 （条文省略） 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

第 33 条 監査等委員会に関する事項は、法令又 

は本定款に別段の定めがある場合のほ

かは、監査等委員会において定める監

査等委員会規程による。 

 

 

第６章    計 算 

 

第 34 条～第 37 条 （現行どおり） 

 

（附 則） 

（監査役の責任免除に関する経過措置） 

第１条 当会社は、第５５回定時株主総会終結前

の行為に関する会社法第４２３条第１

項所定の監査役（監査役であった者を含

む。）の損害賠償責任を、法令の限度にお

いて、取締役会の決議によって免除する

ことができる。 

 

以上 


